
豊中市予防接種実費徴収に係る要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、予防接種法（昭和２３年法律第６８号。以下「法」という。）第５条

第１項の規定により市長が行う定期の予防接種のうち、法第２条第２項各号に掲げるＡ

類疾病に係るもの（以下「Ａ類予防接種」という。）を接種した対象者またはその保護

者に対する実費の徴収について、法、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）、

予防接種法施行規則（昭和２３年厚生省令第３６号）、予防接種実施規則（昭和３３年

厚生省令第２７号）及び定期接種実施要領（「予防接種法第５条第１項の規定による予

防接種の実施について」（平成２５年３月３０日付け健発０３３０第２号厚生労働省健

康局長通知）の別添「定期接種実施要領」）の規定に定めるもののほか、必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（市内接種等） 

第２条 市長は、市内の医療機関（Ａ類予防接種の実施について市長から委託を受けたも

のに限る。）でＡ類予防接種を受けた者またはその保護者から実費を徴収しない。なお、

豊中市が「北摂地域における定期予防接種の実施に関する覚書」を締結している市町に

居住する者の接種費用の取扱いは当該覚書のとおりとする。 

 

（市外接種） 

第３条 Ａ類予防接種を市外で受けようとする者は、事前に、市外予防接種実施依頼申込

書を市長に提出するものとする。ただし、市長が不要と認める場合はこの限りではない。 

２ 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、医療機関または医療機関が所在する市町村長に対する予防接種市外実施依頼書を当

該申込者に交付する。 

３ 前項の依頼書は、発行日から６ヶ月に限り有効とする。 

４ 第２項の依頼書により、市外の医療機関でＡ類予防接種を受けた者が、当該接種に係

る実費を支払ったときは、市長は、その者が支払った実費と別表に規定する予防接種限

度額のうち少ないほうの額を限度として、その者に対し補助金を交付することができる。 

５ 前項の補助金の交付を受けようとする者は、市外予防接種費用補助金申込書を市長に

提出するものとする。 

６ 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、当該申込者に対し補助金を交付することができる。 

７ 本条の規定に関わらず、第２条の覚書を締結している市町でＡ類予防接種を受ける場

合の取扱いは、当該覚書のとおりとする。 

 

（その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年６月１７日から実施する。 



２ 豊中市予防接種事業実施要綱は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年９月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１１月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１１月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別表（予防接種限度額）  

予防接種  限度額  

ロタウイルス  14,058円  

Ｂ型肝炎  6,188円  

ヒブ  8,329円  

小児用肺炎球菌  11,308円  

三種混合（DPT）  5,049円  

四種混合（DPT－IPV）  10,648円  

五種混合（DPT－IPV－Hib）  19,525円  

不活化ポリオ単独  9,394円  

BCG 11,638円  

麻しん風しん混合（MR）第1期・第2期  11,176円  

麻しん単独 第1期・第2期  7,579円  

風しん単独 第1期・第2期  7,590円  

水痘  9,438円  

日本脳炎  7,315円  

二種混合（DT）   5,104円  

HPV 

2価・4価   16,269円  

9価   28,919円  

 


